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別記様式第２号（第１２条関係） 

文書質問答弁書 

 
回 答 日：平成２３年 ６月 ３日 

担当部局：選挙管理委員会、都市整備部 
 

 四日市市議会基本条例第１６条第１項の規定に基づく豊田議員の文書質問について、同条第３項

の規定に基づき、下記のとおり答弁いたします。 
 
■質問 

Ｑ1 投票率 

1） 各選挙（知事・県議・市議）の投票率（全体・投票所・期日前投票所）、及び、知事・県議の

投票率（全体）が余り上がらず市議は下がったことについての総括を求める。 
 

■答弁 
今回の各種選挙における全体の投票者・投票率については下表のとおりでした。 

                        ( )は、期日前投票者、詳細は別紙①～④ 

選挙名 今 回 前 回 比較増減 

投票者 １３３，２２６人 

（１６，３１０人） 

１２７，９６２人 

（８，２８１人） 

５，２６４人 

（８，０２９人） 

知事 

投票率 ５４．４３％ 

（６．６６％） 

５３．２４％ 

（３．４５％） 

１．１９％ 

（３．２１％） 

投票者 １３３，０８３人 

（１６，１５７人） 

１２７，９４９人 

（８，２５３人） 

５，１３４人 

（７，９０４人） 

県議 

投票率 ５４．３７％ 

（６．６０％） 

５３．２４％ 

（３．４３％） 

１．１３％ 

（３．１７％） 

投票者 １２３，９９３人 

（１３，８６４人） 

１２７，５９８人 

（７，８１０人） 

△ ３，６０５人 

（６，０５４人） 

市議 

投票率 ５０．９０％ 

（５．６９％） 

５３．３５％ 

（３．２７％） 

△２．４５％ 

（２．４２％） 
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   市議会議員選挙をはじめとする今回の統一地方選挙の投票率の向上に向けて、市選挙管理委員会

では次の取り組みを実施しました。 

従来からの近鉄四日市駅前においての街頭啓発、公共施設及びショピングセンター等でのポスタ

ーの掲示及びミニのぼりによる啓発、地区市民センターにのぼりを設置しての啓発、公用車での広

報活動及びボディーパネルによる啓発等を実施するとともに、新たな取り組みとして市役所本庁舎

及び近鉄四日市駅の階段に啓発パネルを設置、路線バスの車内液晶画面による啓発表示、市立図書

館等の返却レシートによる啓発表示等を行いました。 

また、若年層への啓発として、学校等の給食献立表への啓発表示を行い、保護者への選挙啓発を

行いました。また、四日市大学生有志による「四日市選挙啓発学生会（ツナガリ）」を発足させ、

若者による独自のポスターやチラシを作成し、独自に飲食店などの協力店に掲示依頼等を行ってき

ました。 

   以上のように様々な啓発に取り組んでまいりました。 

上記の表のとおり知事選・県議選については投票者数及び投票率が前回に比べ、若干ではありま

すが伸びたことから、市議選においては立候補者が多く激戦が予想されたため、投票率が伸びるの

ではと予測しておりました。 

投票日当日には職員が、大規模投票所を中心に巡回し投票状況を確認したところスムーズに投票

が行なわれていました。また、臨時駐車場の確保も図り投票環境の向上に努めたところです。 

結果としては、期日前投票において、前回に比べ投票者が６，０５４人増えたことから期日前投

票の投票率は伸びましたが、当日投票者は、前回に比べ９，３５６人減少したため全体的な投票率

の向上にはつながらなかったという結果となっております。 

市全体の当日投票所における平均投票率である４４．８４％を上回っている投票所は、５９箇所

中３６箇所でした。有権者が６，０００人を超える大規模投票所では、１１箇所中２箇所しか平均

を上回っておりませんでした。 

最終確定の投票率を各投票所別に前回と比較しますと、５９箇所中１８箇所の投票所で投票率が

伸びました。また、大規模投票所においては１１箇所中１箇所が伸びました。 

   なお、全国の市議会議員選挙における投票率の平均は５０．８２％であり、前回に比べ６．６２

ポイント減少しており、その要因の一つとして、３月１１日に発生した東日本大震災の影響を受け、

候補者が選挙運動を自粛したこと等により、投票率が低下したとの報道もありました。四日市市に

おいては、全国平均をわずかながら上回っており、東日本大震災の影響が本市においても当てはま

るか否かは判断できないところです。 

投票率については様々な要因が考えられますが、これらの結果を真摯に受け止め、制度の周知を

はじめ投票環境の利便性の向上について、さらなる工夫・取り組みが必要であると認識しておりま

す。 

 

■質問 

2） 投票率向上についての今後の対策について、考えを問う。 
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■答弁 

投票率の向上に向けて、今後以下のような取組を行ってまいりたいと考えております。 

① 各地域における活動として、四日市市明るい選挙推進協議会の協力のもと地域でのイベント

の機会に地道ではありますが、啓発活動を今後も継続的に行なうとともに、協議会とともに工

夫・検討してまいりたいと考えます。             

② 若年層については、今回新たに発足した四日市選挙啓発学生会と連携し、選挙啓発について、

さらなる検討をしてまいりたいと考えます。 

③ 他の自治体の取組について、特に投票率が高く推移している自治体へ視察を行い、本市の選

挙啓発等に反映いたしたいと考えます。 

④ 投票所については、投票所の利便性を図るため、期日前投票所の増設、大規模投票所の解消

の検討を行ない、さらに施設のバリアフリー及び駐車場対策等の改善も行ない、投票環境の向

上を図りたいと考えます。 

 
■質問 
Ｑ2 公務員（正規・嘱託・臨時）・民生委員・投票立会人の選挙運動 

1）３者の選挙運動については、今回も様々な事例があった。そこで、３者の選挙運動について、何
が可能で何が不可なのか、具体的に、明確な判断を示されたい。 
 
■答弁 
 公務員等の選挙運動については以下のとおり法律で規定されております。 

(1) 公務員(正規・嘱託・臨時)  
 地方公務員法第３６条で、一般職の地方公務員について、その職員の属する地方公共団体の区

域内において選挙運動をすることを禁止しています。 

   また、公職選挙法第１３６条の２で、すべての公務員(正規・嘱託・臨時)は、その地位を利

用して選挙運動をすることを禁止しています。 

(2)民生委員  

一個人として選挙運動をすることはできます。しかし、民生委員は、公職選挙法第１３６条

の２に規定する「地方公共団体の公務員」に含まれるため、その地位を利用して選挙運動をす

ることはできません。 

また、民生委員は、地方公務員法第３条第３項第２号に規定する特別職に属する公務員であ

るため、政治的行為の制限など地方公務員法の適用は受けません。 

  一方、民生委員法第１６条でその職務上の地位を政党又は政治目的のために利用してはなら

ないと規定されています。 

(3)投票立会人 

   公職選挙法上は、特に規制はありません。 

  

  具体的に明確な判断をというお尋ねですが、様々な事案がありますので、具体的にはどのよう

な行為が違反になるのかは、いろいろな個々の事案により判断することとなりますので、ご理解
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をお願いします。 

 

■質問 
2）1）の内容について、今回は当事者に対する事前説明が不十分もしくは欠如していた、と認識し
ているが、実際はどうであったか。また、今後についてはどうするのか、問う。 
 
■答弁 

職員については、選挙前及び選挙期間中において、部長会議及び職員用電子掲示板で周知・徹底

を行っております。民生委員については、所管課を通じ、機会を捉えて周知・徹底を行っておりま

す。 

今後とも周知方法について関係する担当課と協議を行い、周知・徹底に努めてまいります。 

 

■質問 

Ｑ3 「屋外掲示ポスター」 

◆所謂「２ショット・ポスター」の掲示については、選挙運動期間中でさえ、当該選挙の立候補者

のポスターが掲示されたままになっていた事例を、複数目にした。 
①選挙運動期間前の管理責任権限者は三重県県土整備部景観まちづくり室であり、「三重県屋外広告

物条例」に基づいて管理・指導しているが、今回四日市市内に掲示されていたポスターの中には、

掲示期間が表示されていない事例や期間を過ぎても掲示されていた事例が多く見られたし、違反に

対する罰則は無い。また、都市景観という側面から見て、選挙期間前の状況は多くのポスターが町

中に掲示され、決して良好な景観であるとは言えない（と私は思う）光景であった、と感じた。 
四日市市の景観行政を所管する立場から、同ポスターの掲示に関して、関係法令および県条例の改

正と三重県の管理・指導実態の改善を、四日市市から要請すべきである、と私は考えるが、どうか。

【担当：都市整備部】 
 
②選挙運動期間中の掲示については、前述の県担当室（根拠：前述条例）に加えて、四日市市選挙

管理委員会（根拠：公職選挙法）に管理責任権限がある、と考える。そこで、今回の選挙運動期間

中の屋外掲示ポスターの違法掲示について、市選管がどのような体制で臨んでいたのか、また、ど

のような実態把握・認識を持っていたのかを問う。その上で、改善すべき点は無いのか、有るなら

ば、今後どのように対応するのか、考え方を示されたい。 
 
■答弁 
①政治活動ポスター、いわゆる２ショットポスターについては、平成２１年７月の三重県屋外広告

物条例改正により、許可申請の手続きが簡素化され、規則に定められた基準により政治団体が掲示・

撤去を行うこととなっております。 

具体的には、政治活動ポスターに掲示期間や管理者連絡先等を明示した上で、第一種低層住居専

用地域等の禁止区域や信号柱等の禁止物件を除き、掲示物などポスターを設置しようとする施設の

管理者に承諾を受け、表示できることとなります。なお、掲示期間が済んだものについては、ポス
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ターを設置した政治団体が撤去することとなっております。 

このような条例改正の内容等については、三重県から県内の選挙管理委員会に届け出のあるすべ

ての政治団体に対して周知が行われておりますが、本市は景観行政団体として、良好な景観の形成

を指導しているところであり、政治活動ポスターの適正な取り扱いについて、今一度周知の徹底を

行うよう三重県に働きかけていきます。 

市といたしましては今後も関係機関と協力しながら、良好な景観形成に向けいっそう努めていき

たいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。【都市整備部】 

 

②選挙運動期間中の屋外掲示違法ポスターについては、地区市民センターからの報告や、一般市民

からの通報に基づき、所管警察署との連携の下で、指導等を行う体制をとっております。市選挙管

理委員会が違法と判断した場合は、県選挙管理委員会あるいは市選挙管理委員会から、撤去につい

て指導等を行います。 

 今後とも、立候補予定者説明会において周知を行うとともに、各関係機関との連携を行いながら、

早期発見、早期対応に努めてまいります。 

 
■質問 
Ｑ4 演説会予定のホームページ掲載 

選挙運動期間前に、立候補予定者が自己のホームページ（HP）上に、「個人演説会日程」を掲載
することは合法か違法か。―違法ならば、今回、どのような対策を講じていたのか。 
 
■答弁 
個人演説会の周知については、法令上具体的に規定されておりませんが、選挙運動用ポスター及

び選挙運動用通常葉書で行うほか、街頭演説等の機会を利用して、口頭で選挙人に周知することが

一般的であると考えられています。 

また、ホームページへの掲載については、公職選挙法上の「頒布」に該当すると解されており、

選挙運動のために使用される場合については、公職選挙法第１２９条又は同法第１４２条の規定に

違反すると解されております。なお、選挙管理委員会が違法性を判断した場合には、文書図画の頒

布の取り締まり機関である警察に対して通報を行うこととしております 

 選挙管理委員会では、このような違反のないように、立候補予定者説明会において、公職選挙法

の遵守をお願いしています。 

 
■質問 
Ｑ5 不在者投票１ 
市選管の HPには、「身体に重度の障害等がある方の郵便等による不在者投票」についての記載が
あるが、HPのみでは該当者にほとんど伝わらないと感じるし、実際に、制度を知らずに投票を諦め
かけていた有権者に出会った。 
該当者の投票率を示されたい。 
併せて、丁寧な周知・広報の必要性を感じるが、今後の対応についての考え方を問う。 
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■答弁 
郵便投票での不在者投票制度については、市のホームページのほか、広報よっかいち選挙特集号

と福祉部が配付する「障害者(児)福祉のてびき」、「高齢者施策のあらまし」の冊子の中で、周知を

行っています。 

郵便投票の不在者投票の結果については次のとおりです。 

                             

 

（ ）内は各選挙における投票率（当日有権者数に対する比率）を記載したものです。障害の等級

だけでなく障害の内容によって郵便投票に該当する方かどうか判断することになりますので、該当

者の総数は把握しておりません。 

 

今後とも、郵便投票制度の周知について関係部署と協議しながら、さらなる工夫・検討を行って

まいります。 

 
■質問 

Ｑ６ 不在者投票２ 

同じく「入院・入所中の病院や老人ホ－ムでの不在者投票」についても、有権者の利便性向上・

投票率向上を企図しているとは思えない、市選管の不親切な周知・広報の実情に遭遇した。該当者

の投票率を示されたい。 
この点についても改善の必要性を感じたが、今後の対応について問う。 
 
■答弁 
病院等での不在者投票制度については、市のホームページのほか、広報よっかいち選挙特集号で

周知を行っています。また、各種選挙ごとに三重県選挙管理委員会と合同で、病院等関係施設の事

務担当者へ不在者投票制度等の手続き・入院中の方等への周知について、説明会を開催して周知を

図っています。 

病院等での不在者投票の結果については次のとおりです。 

選挙名  病院等での不在者投票  

知 事 ８５０人（０．３５％） 

県 議 ８５０人（０．３５％） 

市 議 ７８１人（０．３２％） 

（ ）内は各選挙における投票率（当日有権者数に対する比率）を記載したものです。入院患者

選挙名 郵便投票での不在者投票 

知 事 ８１人（０．０３％） 

県 議 ８１人（０．０３％） 

市 議 ８５人（０．０３％） 
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数、施設入所者数等該当者の総数は把握しておりません。 

病院等での不在者投票について、病院等関係施設を通じて入院患者等対象者に周知を行うことが

最も効果的であると考えます。このため、今後とも三重県選挙管理委員会との合同説明会において、

病院等関係施設の事務担当者の方に入院患者等へ周知していただくよう、協力を求めてまいります。 

 
■質問 
Ｑ７ 投票所に掲示される候補者名簿、の掲載順位の籤引き 

現在は選挙管理委員が行なっていると聞くが、候補者ないしその代理人が行なうようにできない

ものか。 
 
■答弁 
公職選挙法第１７５条第３項で、投票所記載所の氏名等の掲示の順序は市町村の選挙管理委員会

がくじで定める順序によると規定されています。ただし、候補者又はその代理人は、氏名等の掲載

の順序を定めるくじに立ち会っていただくことができます。このことは立候補予定者説明会で周知

しています。 

 
■質問 
Ｑ８ 開票作業 

今回の３選挙の開票時間実績と、成果・課題について問う。特に、市議選については、最終確定

までに随分時間がかかったが、その理由についても問う。 
 
■答弁 
今回の統一地方選挙から、迅速な開票を行うため次のような改善を行いました。 

①迅速な開被作業が行えるよう、開被台の高さをかさ上げしました。 

②効率的・効果的な作業に資するため、職員が迅速かつ的確に指示をだせるようトランシーバーを

導入しました。また、派遣職員については、円滑な移動・配置及び作業状況の目視・確認ができる

ようビブス（色分け用ベスト）の着用を実施しました。 

③疑問票担当のプロジェクトチームを設置して、有効、無効の判断基準を事前に作成し、研修を行

うことにより、迅速かつ的確な疑問票の処理に務めました。 

これらの改善の結果、知事、県議選挙についてはおおむね予定どおり開票作業が終了しました。 

                         （単位：時間） 

 

 

 

 

 

 

  

選 挙 名 目 標 結  果 

知 事 ２４：００ ２４：００ 

県 議 ２４：００ ２４：３０ 

市 議 ２４：３０ ２５：５０ 
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しかしながら、市議の確定時間の大幅な遅れについて、主な理由は以下のとおりであったと考え

ております。 

職員の開票作業については、当落線上の候補者の得票数が極めて僅差で接近していたため、特に

慎重を期して再点検等を行ったため処理時間が遅れたものであります。 

また、立会人については、立候補者数が多かったこともあり関心も高いことから慎重に確認して

いただいた結果、時間を要したものと考えております。 

 
■質問 
Ｑ９ 問合せ対応 

３選挙を通じて、数多くの問合わせがあったかと推察するが、同時に市選管の答えが不明確であっ

た事例についても見聞きした。これは以前の選挙から同じ指摘をしてきたが、改善策を講じるべき

だと考えるがどうか。 
 
■答弁 
選挙運動と政治活動、選挙運動期間前と選挙運動期間中と様々なケースで問い合わせ等をいただ

いております。 

選挙管理委員会では、公正かつ適正に選挙が執行できるよう、公職選挙法の規定、過去の実例・

判例等を参考に、また、不明なものや困難な事例については、三重県選挙管理委員会へ照会を行う

ほか、必要に応じて三重県選挙管理委員会から国に照会するなど慎重に回答させていただいており

ます。 

 今後とも、三重県選挙管理委員会等と連携を図りながら、また県内 14 市で構成する三重県市選挙

管理事務研究協議会等に積極的に参加して情報収集するなど、担当職員の資質の向上に努め、迅速

かつ的確に対応できるよう努めてまいります。 

 

■質問 
Ｑ10 附帯決議対応 

平成 23年３月定例会の予算常任委員会において、選挙事務に関する附帯決議がなされた。これに対
する今後の執行部の対応を問う。特に、投票所（期日前投票所を含む）の増設に関する今後の検討

予定を問う。 
 
■答弁 
附帯決議は、「投票率の向上を目指しさらなる取り組みを行うとともに、大規模投票区の解消、期

日前投票の増設、開票時間の短縮など、有権者の利便性向上を図るため、特段の努力を払うこと」

であります。 

今後の対応については、以下のとおり取り組んでまいりたいと考えております。 

 (1) 投票率の向上について 

    2ページの 質問2) 投票率向上についての今後の対策について、でお答えしたとおりです。 

(2)  大規模投票区の解消について 
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    大規模投票区の地区市民センター及び当該地区自治会と分割に向けて協議を行う予定であり

ます。なお、投票所については、以下の条件を満たすことを前提に検討してまいりたいと考え

ております。 

○地元有権者の理解を得られること 

  ○衆議院の解散など緊急の事態においても使用できること 

  ○投票会場、駐車場のスペースがあること 

  ○バリアフリーに対応していること 

   ○施設が地元有権者に十分認識されていること 

 

 (3) 期日前投票の増設について 

    現在４箇所に期日前投票所を設置しておりますが、投票の利便性の向上のため期日前投票所

の増設については、既存公共施設や民間施設も含めて再度調査を行うとともに、適正な所在地

の検討も含め、以下の条件を満たすことを前提に検討してまいりたいと考えております。 

    ○継続的に施設を使用できること 

○衆議院の解散など緊急な事態にも対応できること 

○公営施設使用の個人演説会会場として指定されていないこと 

○法的に政治的公正性・公平性の担保できる公共施設であること 

 

 (4)  開票時間の短縮について 

   今回、新たに取り組んだ疑問票担当のプロジェクトチーム設置のほか、改善事項も有効では

あったと考えております。今後ともこのような取組を継続して行うとともに、他の自治体の取

組などを参考にしながら開票の迅速化に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

   また、開票立会人については、迅速な確認をいただけるよう、開票立会人打合せ会において

疑問票の考え方を示すなど事前に十分な説明を行い、開票時間短縮が図られるよう努めてまい

ります。 


